
広報かみさと  2009.11

◆
問
合
せ
…
町
民
環
境
課
生
活
環
境
係

　
　
　
　
【
☎
35―

１
２
２
４
内
１
３
０
１
・
１
３
０
２
】

　

浄
化
槽
の
点
検
、調
整
、修
理
等

の
作
業
で
、県
知
事
の
登
録
を
受

け
た
業
者
に
よ
る
年
３
～
４
回
の

点
検
作
業
で
す
。保
守
点
検
の
回

数
は
、浄
化
槽
の
処
理
方
式
や
規

模
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

　

保
守
点
検
業
者
の
一
覧
は
町
民
環

境
課
窓
口
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

　

浄
化
槽
汚
泥
の
引
き
抜
き
や
機

器
の
洗
浄
を
行
な
う
作
業
で
、町

の
許
可
を
受
け
た
業
者
に
よ
り
、

年
１
回
以
上
行
な
う
こ
と
が
必
要

で
す
。

　

浄
化
槽
の
機
能
診
断
を
行
な
う

検
査
で
、県
の
指
定
検
査
機
関
に

よ
り
、年
１
回
検
査
す
る
こ
と
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

～
浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
る
方
へ
～

『
浄
化
槽
』は
定
期
的
な
検
査
が
必
要
で
す

　

浄
化
槽
は
、微
生
物
の
働
き
で
汚
水
を
き
れ
い
な
水
に
し
て
放
流

す
る「
生
き
て
い
る
排
水
処
理
施
設
」で
す
。浄
化
槽
を
設
置
す
る
と

保
守
点
検
・
清
掃
・
法
定
検
査
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
す
。浄
化
槽
の
機

能
を
十
分
発
揮
す
る
た
め
に
正
し
い
管
理
を
し
ま
し
ょ
う
。

［浄化槽の清掃許可業者］
業者名 所在地 電話番号

（有）上里総業 上里町大字嘉美100-1 ３３－６７７６

	
［検査機関（設置後の水質に関する検査・定期検査）］

業者名 所在地 電話番号

（社）埼玉県浄化槽協会 熊谷市新堀169-5 ０４８－５３３－４７００

『第41回上里町民体育祭』盛大に開催！
　10月11日㈰、堤調節池運動公園グラウンドで、第41回上里町民体育祭が盛大に開催されました。

　晴天に恵まれ、最高の体育祭日和の中、字別対抗リレーやスポーツ少年団親子でジャンプ、玉入れや綱
引きなどさまざまな競技が行なわれました。参加した選手の皆さんはもちろん、応援の皆さんも一緒に
なって盛り上がり、楽しい一日となりました。

　

法
定
検
査

　

清
掃

　

保
守
点
検
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広報かみさと No.486

『第41回上里町民体育祭』成績表

字別対抗総合	優勝　金久保

　

埼
玉
県
で
は
、ひ
と
り
親
家

庭
の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
、

児
童
が
中
学
校
へ
入
学
す
る
と

き
、就
学
支
度
金
を
支
給
し
て

い
ま
す
。次
の
事
項
に
該
当
す

る
方
は
、福
祉
こ
ど
も
課
こ
ど

も
青
少
年
係
へ
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

◆
対
象

　

平
成
22
年
４
月
に
中
学
校
へ

入
学
す
る
児
童
を
養
育
し
て
い

る
、町
民
税
非
課
税
世
帯（
※
）

の
母
子
家
庭
の
母
、父
子
家
庭

の
父
、又
は
父
母
の
な
い
児
童

を
養
育
し
て
い
る
方（
生
活
保

護
受
給
世
帯
は
除
く
）

※
町
民
税
非
課
税
世
帯
…
平
成

20
年
分
の
所
得
額
に
よ
っ
て

決
定
し
た
町
民
税（
均
等
割

を
含
む
）に
お
い
て
、申
請

者
及
び
申
請
者
と
同
居
し
て

い
る
申
請
者
の
扶
養
義
務
者

そ
れ
ぞ
れ
全
員
に
対
し
て
決

定
さ
れ
た
税
金
額
が
０
円
で

あ
っ
た
世
帯

◆
支
給
額

　

１
０
０
０
０
円（
平
成
22
年

４
月
に
中
学
校
へ
入
学
す
る
児

童
１
人
あ
た
り
）

◆
申
請
方
法

　

申
請
書（
福
祉
こ
ど
も
課
窓

口
に
設
置
）・
申
請
者
の
振
込
金

融
機
関
の
口
座
が
確
認
で
き
る

も
の（
通
帳
な
ど
）を
持
参
し
、

福
祉
こ
ど
も
課
こ
ど
も
青
少
年

係
へ
申
請

◆
申
請
期
間

　

12
月
28
日
㈪
ま
で

※
こ
の
期
間
を
過
ぎ
ま
す
と
、

資
格
が
あ
っ
て
も
申
請
を
受

け
付
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、

忘
れ
ず
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

ひ
と
り
親
家
庭
児
童
就
学
支
度
金
支
給
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

◆
問
合
せ

　

福
祉
こ
ど
も
課
こ
ど
も
青
少
年
係【
☎
35―

１
２
３
６（
直
）】

　

埼
玉
県
子
育
て
支
援
課
児
童
手
当
・
母
子
福
祉
担
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
☎
０
４
８―

８
３
０―

３
３
３
７
】

応援賞	優勝　堤

１位 ２位 ３位
字別対抗総合 金久保 三　町 嘉　美

種
目
別

ハンドドリブルリレー 一丁目 三　町 三　軒
ソリ引きリレー 久保新田・四ツ谷・駅南 八町河原 原
対抗リレー 三　町 五　明 京　塚
玉入れ 帯　刀 嘉　美 内　出
応援賞 堤 宮本町 嘉　美

③
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税務通信
取
り
壊
し
た
は
ず
の
建
物
に

固
定
資
産
税
は
課
税
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
か
？

　

滅
失（
取
り
壊
し
）登
記
が
さ

れ
た
建
物
に
つ
い
て
は
、法
務

局
か
ら
通
知
が
あ
り
把
握
で
き

ま
す
が
、そ
れ
以
外
の
建
物
に

つ
い
て
は
把
握
が
で
き
な
い
た

め
、す
で
に
取
り
壊
さ
れ
た
建

物
に
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ

て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

建
物
を
取
り
壊
し
さ
れ
た
方

は
、登
記
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、税
務
課
資
産
税
係
あ
て
に

『
建
物
取
り
壊
し
申
告
』を
行

な
っ
て
く
だ
さ
い
。

◆
申
告
方
法

①
申
告
書（
税
務
課
窓
口
に
設

置
）に
必
要
事
項
を
記
入
し
て

税
務
課
資
産
税
係
へ
提
出

②
固
定
資
産
税
課
税
明
細
書

（
納
税
通
知
書
後
方
）等
で
建
物

が
特
定
で
き
る
場
合
は
、電
話

で
も
受
付
で
き
ま
す
。

◆
申
告
期
限

　

12
月
11
日
㈮
ま
で

※
申
告
の
あ
っ
た
建
物
は
、税

務
課
職
員
が
現
地
へ
確
認
に

伺
い
ま
す
。

※
平
成
22
年
に
な
っ
て
か
ら
、

又
は
平
成
22
年
の
固
定
資
産

税
の
通
知
が
届
い
て
か
ら

「
実
は
建
物
が
取
り
壊
し
て

あ
っ
た
」な
ど
と
申
告
さ
れ

て
も
、平
成
21
年
中
に
取
り

壊
し
を
し
た
証
明
が
で
き
ま

せ
ん
と
固
定
資
産
税
が
か

か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。申
告

期
限
ま
で
に
申
告
を
お
願
い

し
ま
す
。

問
合
せ
…
税
務
課
資
産
税
係

【
☎
35―

１
２
２
０
内
１
１
１
１

～
１
１
１
３
】

　

日
曜
日
に
、役
場
課
長
等
と

税
務
課
等
職
員
が
、町
内
に
お

い
て
滞
納
整
理
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　

こ
れ
は
、収
納
率
を
向
上
さ

せ
、『
税
の
安
定
確
保
』を
は
か
り
、

住
民
の
福
祉
向
上
に
資
す
る
た

め
の
全
庁
的
な
取
り
組
み
と
し

て
推
進
し
て
い
る
も
の
で
す
。

　

税
は
、納
期
限
内
に
納
付
を

お
願
い
し
ま
す
。

　　

所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の

最
大
控
除
額
ま
で
所
得
税
額
が
控

除
さ
れ
な
い
方
に
つ
い
て
は
、所

得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
い
額
が

翌
年
度
分
の
個
人
住
民
税
か
ら
控

除
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。個

人
住
民
税
か
ら
の
控
除
額
は
、当

該
年
分
の
所
得
税
の
課
税
総
所
得

金
額
等
の
額
に
５
％
を
乗
じ
た
額

（
最
高
９
７
５
０
０
円
）が
上
限
と

な
り
ま
す
。

◆
対
象

　

平
成
21
年
か
ら
25
年
ま
で
に

入
居
を
し
、所
得
税
の
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
の
適
用
を
受
け
て
い
る

方
で
、所
得
税
で
控
除
し
き
れ
な

か
っ
た
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
が

あ
る
方（
平
成
11
年
か
ら
18
年
ま

で
に
入
居
し
た
方
に
つ
い
て
も

引
き
続
き
対
象
と
な
り
ま
す
）

◆
住
宅
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

申
告
等
の
手
続
き
は
不
要

　

給
与
支
払
報
告
書
の
改
正
を

行
な
い
、町
で
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
額
を
計
算
し
減
額
し
ま
す
の

で
、平
成
22
年
度
分
か
ら
の
住

民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
申
告

等
の
手
続
き
は
不
要
で
す
。

※
平
成
20
・
21
年
度
の
住
民
税

の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に

は
、「
住
民
税
の
住
宅
借
入
金

等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
」

の
提
出
が
必
要
で
す
。

問
合
せ
…
税
務
課
住
民
税
係

【
☎
35―

１
２
２
０
内
１
１
３
１

・
１
１
３
２
】

　

平
成
21
・
22
年
中
に
取
得
し

た
土
地
等
を
所
有
期
間
５
年
を

超
え
て
譲
渡（
長
期
譲
渡
）し
た

場
合
、当
該
土
地
等
に
係
る
長

期
譲
渡
所
得
の
金
額
に
１
千
万

円
の
特
別
控
除（
所
得
控
除
）を

適
用
し
ま
す
。

（
平
成
28
年
度
課
税
か
ら
適
用
）

　

平
成
21
年
度（
平
成
20
年
12

月
31
日
ま
で
の
譲
渡
）を
も
っ

て
原
則
廃
止
と
な
っ
て
い
た
上

場
株
式
等
の
譲
渡
所
得
等
に
係

る
軽
減
税
率
の
適
用
を
金
額
に

か
か
わ
ら
ず
３
年
間
延
長
し
、

平
成
24
年
度
ま
で
と
し
ま
す
。

　

ま
た
、平
成
22
年
度
か
ら
実
施

す
る
配
当
所
得
の
申
告
分
離
課

税
に
係
る
税
率
に
つ
い
て
も
、金

額
に
か
か
わ
ら
ず
平
成
24
年
度

ま
で
軽
減
税
率
を
適
用
し
ま
す
。

（
平
成
22
年
度
課
税
か
ら
適
用
）

問
合
せ
…
税
務
課
住
民
税
係

【
☎
35―

１
２
２
０
内
１
１
３
１

・
１
１
３
２
】

納 税 窓 口
夜間開庁・休日開庁のお知らせ

◆11月の開庁日
　[夜間（午後８時まで）]
　11月25日㈬
　[休日（午前８時30分～正午）]
　11月８日㈰
※「コンビニ収納」の導入により、夜間

は月１回午後８時までになります。
※夜間は庁舎西入口（夜間入口）より

お入りください。
◆窓口・問合せ
　税務課収税係【☎35－１２２０（直）】

○税の納付は便利、確実な
　　　 『口座振替』のご利用を！

『
滞
納
整
理
特
別
対
策
』

　
　
　
　
　
　
　

実
施
中
！

住
民
税
か
ら
の
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
が
創
設
さ
れ
ま
し
た

土
地
等
の
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る

　
　
　
　
　
　

特
別
控
除
の
適
用

上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
及
び

　
　

譲
渡
所
得
等
に
係
る

　
　
　
　
　

軽
減
税
率
の
延
長

平
成
21
年
度

住
民
税
の
税
制
改
正
に
つ
い
て

④
※お詫びと訂正　広報８月号の記事の中で一部誤りがありました。ここに訂正してお詫び申し上げます。
　　　　　　　　Ｐ４「税務通信」の中で、県都市整備部住宅課の電話番号は【☎０４８－８３０－５５７３】です。



広報かみさと No.486

「上里町下水道指定工事店」 を指定しました！

　平成22年４月に公共下水道の供用開始を予定している区域（神保原町の一部・忍保・八町河原・児玉工業団地）

では、合併浄化槽等から公共下水道に切り替える宅地内工事（下水道接続工事）を行なう必要があります。その場

合は、町指定の「上里町下水道指定工事店」に依頼し、自己負担により施工しなければなりません。

　このたび「上里町下水道指定工事店」を次のとおり指定しましたのでお知らせします。

　なお、接続工事は、原則として供用開始後となります。

◆「上里町下水道指定工事店」一覧　　　　　　（申請順）

名称 所在地 電話番号

天田設備工業 上里町大字金久保699-28 ３４－０４４０

藤島商店 上里町大字金久保101-1 ３３－１９１０

㈱高橋設備 本庄市緑2-1-2 ２１－３５６３

㈲堀込設備 上里町大字神保原町331-8 ３３－０９５９

㈲吉広 上里町大字七本木1701-5 ３３－６８４２

やど住設㈲ 上里町大字勅使河原1176 ３３－０３５３

桑原土建 上里町大字八町河原88-1 ３３－５６１４

入建工業㈱ 上里町大字五明768 ３３－０６１８

黛工業㈱ 上里町大字三町965-1 ３３－１６４１

㈱平成 上里町大字七本木1809 ３４－３３３３

木村工業㈱ 上里町大字勅使河原26-4 ３３－３３３３

長沼設備工業㈱ 本庄市前原2-3-18 ２４－２４３４

須田工業 上里町大字長浜1087-5 ３３－３２２０

戸矢設備 上里町大字堤333-2 ３３－９２３９

㈲石井設備 上里町大字金久保217 ３３－２０６８

アイデン設備㈱ 上里町大字七本木2584-1 ３３－５６３０

田村工務店 上里町大字七本木3258 ３３－１６８５

㈲清水工業 本庄市中央2-7-15 ２３－４５５０

加納設備㈱ 本庄市見福2-20-19 ２４－５６５５

竹村工業 本庄市万年寺2-7-3 ２４－１３８３

田島工業㈱ 上里町大字藤木戸1 ３３－１８３１

㈲井上設備 本庄市柏1-1-5 ２３－１８５３

永田商事㈱ 群馬県藤岡市鬼石522 ０２７４－５２－２０５１

㈱アイダ設計 さいたま市大宮区桜木町2-286 ０４８－７２６－８６１３

㈲横堀設備 本庄市西五十子333-13 ２１－３４０６

下水道指定工事店とは…
　専属の排水設備工事責任技術者をおき、工事の設
計、施工、管理を行ない、適正な排水設備工事ができ
る業者として町が指定したものです。

　予定区域は概略図であり、詳細についてお知
りになりたい方は、下水道課までお問い合わせ
ください。

◆下水道供用予定区域
（神保原町の一部・忍保・八町河原地区・

児玉工業団地）

問合せ…下水道課【☎35－１２２８（直）】

排水設備
（個人が設置・管理する部分）

公共下水道
（町が設置・管理する部分）

神保原駅
国道17号

国道 17号

神保原駅
国道17号

国道 17号

※宅地内工事が必要な部分

⑤


